
松山保護観察所社会復帰調整官室からのお知らせ 

 

１ 医療観察制度に関する出張説明（出前講座）について 

  松山保護観察所社会復帰調整官室では，医療観察制度について，関係機関の

皆様により一層御理解いただけるよう，社会復帰調整官の医療機関，行政機関，

障害福祉サービス事業所等への出張による制度説明等を行っております。最

近では，ウェブ会議サービス利用による実施実績もあります。御関心をお持ち

の場合は，是非，御利用ください。 

 

２ 出張説明（出前講座）の御利用方法 

  御利用に関する御連絡は，以下にお願いします。 

愛媛県のホームページを御覧いただき，医療観察制度の説明を御希望されて

いる旨をお伝えください。 

 

 

 

 

【連絡先】 

松山保護観察所社会復帰調整官室 

〒７９０－０００１ 

愛媛県松山市一番町四丁目４番地１ 

松山法務総合庁舎６階 

電話 ０８９（９４１）６１５８ 

F A X ０８９（９４６）２９４４ 


